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広島市消費生活センター

受講用動画



この度は「消費者教育オンライン講座」をご視聴いただき、ありがとうございます。

消費生活センターでは日々様々な消費者相談が寄せられており、消費生活相談員という

専門の資格を持った職員がその対応にあたっています。

２０２２年４月に成年年齢が引き下げとなり、成人間もない若者の消費者被害が懸念さ

れています。若者は、知識、経験不足をはじめ、様々な脆弱性があるため、消費者被害の未

然防止に向け、若者一人一人の脆弱性に対応した消費者教育に取り組む必要があります。

今、強く求められているのは、それぞれの時期に応じた消費者教育です。

受講者の皆様へ



１ 相 談 事 例

アダルトサイトを閲覧中、画面上に突然「請求確定しました。入会ありがとうございました。」
と表示され、４０万円を請求された。誤って入会した場合、退会メールを送るようにと書いて
あったのでメールを送信したところ、退会処理のために電話で話す必要があると返信が
あった。指示通りに電話を掛け、電話口で自分の個人情報を伝えてしまった。
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保護者のクレジットカードを勝手に使用し、オンラインゲームで約１２万円の課金をしていた。
本人は過去にも同じ方法で１３万円の課金をしており、当時ゲーム会社に相談したところ
「返金できない」と回答されたので仕方なく支払ったことがある。
今回は２度目の課金になるが、どうにかして返金を求めたい。（保護者からの相談）

保護者のクレジットカードを勝手に使用し、音声ライブ配信で約２０万円投げ銭をしていた。
カードの利用明細がメールで届き、保護者が事態に気が付いたが、プラットホームに返金
を求めたところ断られてしまった。



若者一人一人の「脆弱性」に対応した消費者教育に取り組む

（それぞれの成長時期に応じた消費者教育が必要）
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消費者教育の変化２

被害にあわないための

消費者教育

自立のための

消費生活に関する教育

自分で考え

消費者市民社会の形成に

参画する消費者教育
＋



【消費者教育】

消費者教育の推進に関する法律３

消費者の自立を支援するために行われる
消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動。

（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画
することの重要性について理解及び関心を深める
ための教育を含む）

（第二条）

（2012年12月施行）



「教育」

啓 発 と 教 育！

消費生活への知識・理解

「啓発」

適切な行動に結びつける
実践的能力

指導方法の工夫が必要



【消費者市民社会】

個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互

に尊重しつつ自らの消費生活の関する行動が現在

及び将来の世代にわたって、内外の社会経済情勢

及び地球環境に影響を及ぼし得るものであること

を自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積

極的に参画する社会をいう。

（第二条２項）



「消費者教育の理念」

消費生活に関する知識を習得し、これを適切な行動に結

びつけることができる実践的な能力が育まれることを旨

として行わなければならない。

消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に

消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与するこ

とができるよう、その育成に積極的に支援することを旨

として行わなければならない。

（第三条）



「いつ行うか」

幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われ

るとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に

配慮した適切な方法で行われなければならない。

（第三条３項）

「どこで行うか」（第三条４項）

学校、地域社会、家庭、職場。



「誰の責任か」

◆地方公共団体の責務

（第四条、第五条）

◆国の責務
消費者教育の推進に関する総合的な施策策定及び実施

地方公共団体の区域の社会的経済的状況に応じた

施策策定及び実施

（消費生活センター、教育委員会その他の関係機関と連携）



消費者庁ウェブサイト▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/coordinator_conference/

ちょっと復習４



ＳＤＧ （持続可能な開発目標）国連で採択！ Ｓ



消費者庁ウェブサイト▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/coordinator_conference/



消費者教育は特別なものではない！

消費者教育とは 普段の取組に「消費者の視点」を持つこと。

「消費者の視点」

①体系的な理解をすること（体系イメージマップ）

②計画的に行うこと（各教科などと関連付けて）

③児童・生徒の主体的な学びとなる工夫をすること

・・・クイズ、ゲーム、ロールプレイング、体験、調べ学習等が有効



！ 小学校学習指導要領解説 家庭編「Ｃ消費生活・環境」

（１） 物や金銭の使い方と買物
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア） 買物の仕組みや消費者の役割が分かり，物や金銭の大切さと計画的な使い方について理解すること。
（イ） 身近な物の選び方，買い方を理解し，購入するために必要な情報の収集・整理が適切にできること。
イ 購入に必要な情報を活用し、身近な物の選び方，買い方を考え、工夫すること。

（２） 環境に配慮した生活
ア 自分の生活と身近な環境との関わりや環境に配慮した物の使い方などについて理解すること。
イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを考え，工夫すること。



！ 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編「Ｃ消費生活・環境」

（１） 金銭の管理と購入
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア） 購入方法や支払い方法の特徴が分かり，計画的な金銭管理の必要性について理解すること。
（イ） 売買契約の仕組み，消費者被害の背景とその対応について理解し，物資・サービスの選択に必要な情報の
収集・整理が適切にできること。

イ 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え，工夫すること。

（２） 消費者の権利と責任
ア 消費者の基本的な権利と責任，自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響について理解すること。
イ 身近な消費生活について、自立した消費者としての責任ある消費行動を考え，工夫すること。

（３） 消費生活・環境についての課題と実践
ア 自分や家族の消費生活の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けて環境に配慮した消費生活
を考え，計画を立てて実践できること。



！ 高等学校学習指導要領解説 家庭編「消費生活」

（１） 経済社会の動向と消費生活
ア 国民経済と消費者
イ 社会の変化と消費生活
ウ 多様化する流通・販売方法と消費者
エ 決済手段の多様化と消費者信用
オ 生活における経済の計画と管理

（２） 消費者の権利と責任
ア 消費者問題
イ 消費者の権利と関係法規
ウ 消費生活と契約
エ 消費者教育

（３） 消費者と行政，企業
ア 消費者の自立支援と行政
イ 消費者と企業

（４） 持続可能な社会を目指したライフスタイル
ア 消費生活と環境
イ 持続可能な社会の形成と消費行動

（５） 消費生活演習
ア 商品・サービス研究
イ 消費者支援研究



消費者庁ウェブサイト▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/coordinator_conference/



消費者庁ウェブサイト▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/coordinator_conference/

令和４年４月１日～ 成年年齢の引き下げ！



2022年4月1日より成年年齢が“18歳”に引き下げられました。

成年年齢とは
① 一人で有効な契約をすることができる年齢
②親権に服することがなくなる年齢

注意！ 成年になると「未成年者取消権(※)」が行使できない！

※「未成年者取消権」
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を
取り消すことができる権利。

悪質商法等による消費者被害の拡大が懸念されている



消費者教育の参考資料の検索について５

消費者庁

国民生活センター

消費者教育支援センター



動画

教材

取組事例

講師派遣

チラシ 等 多数掲載

消費者庁ウェブサイト 消費者教育ポータルサイト ▶ https://www.kportal.caa.go.jp/

消費者庁

消費者教育
ポータルサイト



消費者庁ウェブサイト▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/





国民生活センターウェブサイト▶https://www.kokusen.go.jp/c-edu/index.html

国民生活

消費者教育用
教材

センター



消費者

学校における
消費者教育

教育支援
センター



消費者教育の御相談
どんな小さなことでも消費生活センターへ

〒730-0011

広島市中区基町６番２７号

アクア広島センター街８階

TEL：082-221-3329

FAX：082-221-6282

広島市消費生活センター




